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第３回紀の川市地域公共交通活性化再生協議会 

会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月 
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審   議   結   果 

 

□会議の名称： 令和３年度第３回紀の川市地域公共交通活性化再生協議会 

 

 

□開 催 日 時： 発 送 日 令和４年１月１４日（金） 

提出期限 令和４年１月２７日（木） 

 

 

□委 員 名 簿： 次頁記載 

 

 

□議   案： 【議案第１号】 

        令和３年度地域内フィーダー系統確保維持計画の事業評価案について 

 

 

□照 会 結 果： 別紙のとおり 



令和３年度第３回 紀の川市地域公共交通活性化再生協議会 委員名簿 

 

規約第４条に基づく位置付け 所属 職名 氏名 備考

紀の川市福祉部 部長 若林　伸彦

紀の川市農林商工部 部長 西田　吉雄 

紀の川市建設部 部長 井ノ上　益秀

和歌山バス那賀株式会社 取締役社長 久保　洋介

有田交通株式会社 代表取締役 岩橋　幸子

株式会社有交紀北 代表取締役 西脇　正宜

公益社団法人
和歌山県バス協会

専務理事 森下　清司

一般社団法人
和歌山県タクシー協会

会長 川村　昌彦

和歌山県交通運輸産業
労働組合協議会

委員長 坂前　吉信

西日本旅客鉄道株式会社
執行役員和歌
山支社長

金岡　裕之

和歌山電鐵株式会社
代表取締役専
務

礒野　省吾

打田地区区長会 会長 瀧本　喜代志

粉河地区区長会 会長

那賀地区区長会 会長 谷　政芳

桃山地区区長会 会長 大西　吉生

貴志川地区区長会 会長 森　伸一

紀の川市身体障害者連盟 会長 川嶋　至

和歌山運輸支局
首席運輸企画
専門官

原田　晋司

和歌山運輸支局
首席運輸企画
専門官

黒坂　直樹

（５）岩出警察署長又はその指名す
る者

岩出警察署 署長 植松　勝己

近畿大学生物理工学部 講師 山田　崇史 副会長

和歌山河川国道事務所
和歌山国道維持出張所

所長 中井　哲士

和歌山県企画部地域振興局
総合交通政策課

課長 中嶋　宏 監査委員

那賀振興局建設部 副部長 中村　展久

岩出市総務部総務課 課長 木村　清隆 監査委員

（３）住民又は利用者の代表

（４）近畿運輸局和歌山運輸支局
長又はその指名する者

（６）道路管理者、学識経験者その
他の協議会が必要と認める者

（１）紀の川市の指名する者

（２）法第２条第２号に掲げる公共
交通事業者等及びその組織する
団体が推薦する者



 

令和３年度第３回紀の川市地域公共交通活性化再生協議会　意見照会結果 （別紙）

賛否

規約第４条に基づく位置付け 役職 所属 職名 氏名
議案
第1号

意見

紀の川市福祉部 部長 若林　伸彦 賛成

紀の川市農林商工部 部長 西田　吉雄 賛成

紀の川市建設部 部長 井ノ上　益秀 賛成

和歌山バス那賀株式会社 取締役社長 久保　洋介 賛成

有田交通株式会社 代表取締役 岩橋　幸子 賛成

株式会社有交紀北 代表取締役 西脇　正宜 賛成

公益社団法人
和歌山県バス協会

専務理事 森下　清司 賛成

一般社団法人
和歌山県タクシー協会

会長 川村　昌彦 賛成

和歌山県交通運輸産業
労働組合協議会

委員長 坂前　吉信 賛成

執行役員和歌山支社長 金岡　裕之

代理　総務企画課長 藤原　鋭

和歌山電鐵株式会社 代表取締役専務 礒野　省吾 賛成

打田地区区長会 会長 瀧本　喜代志 賛成

粉河地区区長会 会長 賛成

那賀地区区長会 会長 谷　政芳 賛成

桃山地区区長会 会長 大西　吉生 賛成

貴志川地区区長会 会長 森　伸一 賛成

紀の川市身体障害者連盟 会長 川嶋　至 賛成

長期ビジョンに立っていろいろとご検討いただいていることと思う。高齢化に対し地域巡
回バスやデマンド型乗合タクシー等は絶対に必要であるが、運賃面から考えると安すぎる
と思う。利用者負担はある程度必要であると思う。住民サービスの後退にならない様には
お願いしたい。

和歌山運輸支局 首席運輸企画専門官 原田　晋司 賛成

和歌山運輸支局 首席運輸企画専門官 黒坂　直樹 賛成

（５）岩出警察署長又はその指名する者 岩出警察署 署長 植松　勝己 賛成

副会長 近畿大学生物理工学部 講師 山田　崇史 賛成

和歌山河川国道事務所
和歌山国道維持出張所

所長 中井　哲士 賛成

監査委員
和歌山県企画部地域振興局
総合交通政策課

課長 中嶋　宏 賛成

那賀振興局建設部 副部長 中村　展久 賛成

監査委員 岩出市総務部総務課 課長 木村　清隆 賛成

賛成：２５名　／　反対：０名

（１）紀の川市の指名する者

（２）法第２条第２号に掲げる公共交通事業者等及びその
組織する団体が推薦する者

（３）住民又は利用者の代表

（４）近畿運輸局和歌山運輸支局長又はその指名する者

（６）道路管理者、学識経験者その他の協議会が必要と認
める者

西日本旅客鉄道株式会社 賛成
コロナ禍も含めて地方の公共交通の厳しさを切に感じました。
鉄道と二次交通が一体となって課題解決を目指せるよう、微力ながら寄与して参りたいと
思いますので引き続きよろしくお願い致します。


